
- 1 -

資 料 １神奈川県地方税制等研究会のこれまでの提言、達成状況及び今後の課題・取組方向
（平成１８年５月）

神奈川県地方税制等研究会からの 財政健全化のための税制改革クラ
項 目 地方税財政制度のあり方に関する ンドデザイン案（１２年１０月） 達 成 状 況 研究会からの今後に向けた提言 今後の課題及び取組方向

中間報告（１２年５月）

税 源 移 譲 ○ 地方分権一括法では、国庫補助 ○ 本県としても、地方団体における ○ １８年度税制改正において所得税 「地方税財政制度のあり方に関する報 ○ 本年６月に取りまとめられ
金や地方交付税といった財源移譲 個人所得課税及び消費課税の位置づ から個人住民税へ３兆円規模の税源 告書 （１７年１２月） る予定の骨太方針において、」
のあり方や、国から地方への基幹 けを高め 財源確保を図る観点から 移譲（１９年度実施）が決定 ○ 地方自治体の税は、住民が等しく 増税を含めた歳出入一体改革、 、
税目の税源移譲については、 中長 現行の税源配分を抜本的に改革し、 負担し合う税や、受益を意識できる の工程表が作成されるなど、
期的な課題として先送りされてい 安定的な地方税体系を構築するよう ような応益的な税を基幹税とするこ 第２期改革の方向性が盛り込
るが、こうした課題の解決なしに 国に提言する。 とが相応しいことから、所得税から まれる見通しであるなど、今
は、地方分権も十分な展開をなし 住民税に更なる税源移譲を行うとと 後、税源移譲のあり方等につ
得ない。 ○ 個人所得課税及び消費課税におけ もに、地方自治体における消費課税 いて整理し、時宜を逃さず、

。 。る望ましい制度については、神奈川 のウェイトを引き上げる必要がある 国に提言していく必要がある
○ 地域のニーズに沿った地方分権 県地方税制等研究会の今後の検討結
を展開するためには、国から地方 果を踏まえ、より具体的な提言を行 ○ 地方税のうち、偏在性が強く、現
への税源移譲等の改革を強く国に う。 実的には応能負担となっている地方
求めていくとともに、現行制度の の法人関係税を､外形標準課税部分を
中で認められた課税自主権を積極 除いて国に移譲し、国税における所
的に活用していくことが、現在、 得再分配機能を強化するとともに、

。地方自治体に求められている。 地方交付税の原資とすることが適当

外形標準課税の導入 ○ 法人事業税は、法人の事業活動 ○ 本県としても、外形標準課税が可 ○ １５年度税制改正において、外形 「法人事業税の外形標準課税の導入に ○ 外形標準課税が一部導入さ
と都道府県の行政サービスとの幅 及的速やかに導入されるよう、国に 標準課税が一部導入され、１６年４ 伴う臨時特例企業税の見直し等につい れ、ようやく最初の申告が一

」 、 、広い受益関係に着目して課税する 強く働き掛ける。 月から適用される。 て （１５年１０月） 巡したところであり 当面は
物税であり、したがって、その課 ○ 今回の外形標準課税の導入につい 県税事務所の調査体制の確立
税標準は、法人の事業活動の規模 ○ 全国一律、全業種に広く薄く課す ・ 資本金１億円を超える法人に限 ては、都道府県の基幹税である法人 や法人の適正申告など、制度
を最も適切に表すものであること る方式で 事業活動価値 給与総額 り 外形課税 付加価値割と資本割 事業税に事業活動の規模を反映する の定着を図るべきである。、 （ 、 、 （ ）
が望ましい。 支払利子、賃借料、利潤）を原則と を導入。 「付加価値額」と「資本等の金額」

するが、中小法人への配慮等から、 の組み合わせによる外形標準課税を ○ 将来的には、外形標準課税
、○ そうした意味では、生産要素で 次にあげる措置を講ずることが必要 ・ 外形課税の導入割合は４分の１ 導入したという点において、十分評 の本来の目的を達成するため

ある労働、資本、土地への対価と である。 （所得課税分４分３） 価できるものであり、当面はその定 事業税における外形標準課税
して支払われた「給与総額 「支 ・事業活動価値の各要素に一定の課 着を図るべきである。 の割合を高めるべきである。」、
払利子 「賃借料」に「利潤」を 税計数を掛け合わせる手法を用いる ・ 負担緩和措置」、
加えた事業活動価値が最もふさわ こと 付加価値割 報酬給与額について ○ 中小法人を外形標準課税の対象外
しい。 ・事業活動価値に資本金額を組み合 収益配分額の７割を超える部分 とするとともに、対象となる大法人

わせること を課税標準から控除 についても所得課税の割合が高いこ
○ 事業活動価値を採用した場合に ・中小法人について軽減税率を適用 資本割 １千億円を超える部分を となどから、当研究会が考えた外形
は、中小法人の税負担が大幅に増 すること 割落とすとともに、１兆円を超 標準課税の本来の目的（応益性・公
加するため、これを緩和する観点 える部分は課税標準に算入しな 平性の確保、安定性の確保、独立税
から、事業活動価値の各要素に一 い。 主義の確立）の達成には、今回の外
定の課税計数を掛け合わせる手法 形標準課税では不十分であり、所得
を用いることが適当。 課税中心の法人事業税体系の一部修

正はされたものの本質的な部分は変
○ 一方、外形基準としては、簡素 わっていないと結論づけられる。
で事務負担が少ないという点も重
要な要素であり、資本金額は、こ
うした実務上の要請からは最も望
ましい。

臨時特例企業税 ○ 外形標準課税が導入されるまで ○ 法人事業税は、行政サービスに対 ○ 臨時特例企業税が、１３年２月県
の間の臨時的・時限的な対応とし する応益原則の考え方に立って、す 議会で可決、６月２２日の総務大臣
て、地方税法の改正により、法人 べての法人が応分の税負担をすべき の同意を得て、同年８月１日から施
事業税の繰越控除制度の適用を遮 であるが、当期利益がある法人であ 行される。
断することが適当。また、この制 っても、欠損金の繰越控除の制度の
度改正が実現されない場合には、 適用により、税負担が生じないこと ○ １６年２月県議会において、外形
法定外普通税・目的税の導入又は となっているため、外形標準課税が 標準課税の一部導入に伴う税率の引
地方税法第72条の19の活用により 導入されるまでの間の臨時特例措置 下げ等の見直しを行い、２１年３月、
県独自の措置として、繰越控除制 として、一定規模以上の法人にあっ 末を持って条例を失効することとす
度を遮断するための方策を検討し ては相応の負担をしていただく措置 る。
ていくことが必要。 としての法定外普通税の創設につい

て検討する。
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中間報告（１２年５月）

法人二税の超過課税 ○ 今日の神奈川県財政の危機的状 ○ 本県が取り組まなければならない （１２年９月） ○ 現行地方税制において、超
況や、今後の増大する財政需要を 喫緊な重要課題に対処するため、現 ○ 次により５年間延長 過課税制度は、その活用に制
考えるならば、基幹税目である法 行の法人二税の超過課税措置を延長 ・法人税割の超過課税 約が多いことから、超過課税
人二税の超過課税を実施しなけれ する。この場合、中小法人の厳しい ５．８％（現行どおり） の制度を含め課税自主権のあ
ば、県として財政難に対処するこ 経営状況に配慮し、超過課税の対象 ・法人事業税の超過課税 り方について、地方自治体の
とは難しい。 から除かれる中小法人の範囲を拡大 標準税率の５％増し 現行どおり 裁量が拡大できる方向で、抜（ ）

。する。 ・不均一課税の基準額の引上げ 本的な議論を行うことが必要
○ 従来のような、所得割部分の税 ・法人税割の超過課税 法人事業税

、率を引き上げるといった、応能負 ５．８％（現行どおり） 所得年５千万円以下→１億円以下 ○ 地方税制等研究会において
担依存型の仕組みではなく、サー ・法人事業税の超過課税 法人税割 中長期的な視点で、抜本的な
ビスを受けている全ての法人から 標準税率の５％増し 現行どおり 法人税額年１６百万円以下 議論をお願いする。（ ）
一定の負担を求めるという、負担 ・不均一課税の基準額の引上げ →２６百万円以下
分人の考え方に立った超過課税を 法人事業税 ・不均一課税の資本金の引上げ
実施する必要がある。 所得年５千万円以下→１億円以下 １億円以下→２億円以下

法人税割
○ 法人二税の超過課税の検討案 法人税額年１６百万円以下 （１７年９月）
・法人税割の超過課税（引下げ） →２６百万円以下 ○ 次により５年間延長

５．６％又は５．７％ ・不均一課税の資本金の引上げ ・法人税割の超過課税
・均等割の超過課税（引上げ） １億円以下→２億円以下 ５．８％（現行どおり）

標準税率の２倍 ・法人事業税の超過課税
（ ）・法人事業税の超過課税 標準税率の５％増し 現行どおり

標準税率の５％増し ・不均一課税の基準額の引上げ
・不均一課税の基準額の見直し 法人事業税

所得年１億円以下
→１億５千万円以下

法人税割
法人税額年１６百万円以下

→４０百万円以下

自動車税の超過課税 ○ 都市の環境問題は年々深刻化し ○ 自動車によってもたらされる様々 ○ 生活環境税制専門部会の第一次報
ており、山積する課題に対応した な行政需要に的確に対応するため 自動車税の超過課税は、生活環 告（１４年６月）後に、環境対策と
環境保全のための基盤整備が喫緊 に、自動車の利用者に広く薄く応分 境税制における大気のテーマの検 しての自動車税の超過課税・不均一
の課題となっている。こうしたこ の負担を求める考え方に立って、自 討課題として整理された。 課税については、大気をテーマとす
とから、環境基盤整備に必要な財 動車税の超過課税を実施する。 る生活環境税制として地方税制等研
源を賄うための財源確保が求めら 一方、環境政策の観点から低公害 究会の検討テーマとして位置づけら
れており、その財源として、自動 車に対する不均一課税を講じるとと れた。
車税の超過課税が適している。 もに、福祉政策・公共交通政策の観

点から軽減措置について配慮する。
○ 自動車税は、低公害車の利用を
促すような政策誘導効果を発揮で ○ 超過課税措置
きる税目としても有効であり、税 Ⅰ案 標準税率の１．２ 倍
制面からも環境配慮が可能となる Ⅱ案 １．１５倍。

Ⅲ案 １．１ 倍
○ 自動車税の超過課税の検討案
・クリーンエネルギー車 ○ 環境政策の観点からの誘導施策 ○ 平成１３年度税制改正で自動車税
標準税率に対して ０．５ ・クリーンエネルギー車 にグリーン化税制が導入された。

・低燃費自動車、七都県市指定低 標準税率に対して ０．５
公害車 同 １．０ ・低燃費自動車、七都県市指定低公

・上記以外の自動車 同 １．２ 害車 同 １．０

○ 福祉政策の観点からの減免対象の ○ 福祉政策の観点から、平成１３年
拡大 度から減免対象を拡大した。
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生活環境税制 ○ 神奈川の豊かな自然環境を守り ○ 神奈川の豊かな自然環境を守り、 （水源環境税関係） （環境保全税関係） ○ 現時点において、生活環境、
かつ、県民の良好な生活環境を確 かつ、県民の良好な生活環境を確保 ○ 水源環境保全・再生のための個人 「生活環境税制のあり方に関する報告 税制として早急に検討すべき
保し、アメニティーの高い生活空 し、アメニティーの高い生活空間づ 県民税の超過課税の導入 書 （１４年６月） 本県独自の法定外税や新たな」
間づくりをするため、自然環境や くりをするため、自然環境や生活環 水源環境保全・再生のための財源 ○ 炭素税関係 超過課税制度の構想はなく、
生活環境に対して考えられる負荷 境に対して考えられる負荷全般を規 に充てるため、平成１９年度から個 ・炭素税については、地球温暖化対 当面は、水源環境保全・再生
全般を規制・抑制するとともに、 制・抑制するとともに、その税収を 人県民税の均等割と所得割に超過課 策の視点から検討されていること のための個人県民税の超過課
その税収を都市的な防災対策を含 都市的な防災対策を含む幅広い生活 税が導入されることとなった。 から、施策の実施主体である地方 税の円滑実施が最大の課題で
む幅広い生活環境対策の費用に充 環境対策の費用に充てる「生活環境 （１７年９月県議会成立） 自治体としても独自の検討を行 ある。
てる「生活環境税制（アメニティ 税制（アメニティー税制 」を検討 い、国に提言すべきである。）
ー税制 」の構築を目指すことが する必要がある。 ○ 大気のテーマをはじめとす）
適当である。 具体的な個別税目の構築に当たっ ・炭素税は、国税として創設するこ る生活環境税制の活用につい

ては 行政課題や課税対象に加えて とを前提としないで、全てを地方 ては、地方税制等研究会にお、 、
○ 生活環境税制は、分権型社会に 県税と市町村税のいずれかがふさわ 税とする場合や国・地方の共同税 ける議論を核にして、中長期
おいて、県民が自分たちの住む生 しいのか、また、市町村行政との整 とする場合、課税対象となる燃料 的な視点に立って、検討を進
活空間にどのような快適さを求め 合性などを見極めつつ検討すること の種別で国税、地方税に分けるな めていくことが必要。
るのかという意志を基盤としてい とする。 ど、様々な方法が考えられる。
る。したがって、神奈川において
構築される生活環境税制は、神奈 ・地方自治体においては、地球温暖
川の持つ自然環境はもとより、歴 化対策の効果を向上させるため、
史や風土、さらには文化といった 消費段階で課税される、全国一律
神奈川固有の魅力を守り、育んで の地方税として、炭素税なども検
いこうとする県民意識が反映され 討の対象とすべきである。
る。

・神奈川独自の炭素税については、
○生活環境税制の理念上の分類 ○ 生活環境税制の基本的方向性 地球レベルで考える炭素税につい

て自治体独自で設けることは 負、「
①環境保全税 ① 環境保全税 担の公平性」の観点から問題があ
・環境汚染対策（大気 水質 土壌） 環境汚染対策や廃棄物対策につい るという考え方もある。, ,
・産業廃棄物対策 て、その施策の展開を踏まえ、講じ

うる税制について検討する 当面は ・こうした意見を踏まえ、今後、全。 、
②水源環境税 自動車税の不均一課税について 環 国一律の炭素税のあり方を論議す、「
・水道用水等の安定確保と水質の 境保全」の目的に沿うよう、制度構 る中で、神奈川という地域にふさ
保全 築する。 わしい仕組みが構築できるのか、

・森林等の保護・育成 検討の対象とすべきである。
② 水源環境税

③都市生活環境税 家庭や工場、事業所などで利用さ ○ 大気汚染の改善は、健康の保全の
・各種施設等の周辺環境対策 れる水の安定的確保と水質の保全、 ためには早急に対処しなければなら
風俗営業施設 深夜営業店舗 それらの基盤となる水循環機能の保 ない課題であることから、国におけ（ 、 、
旅館ホテル等、屋外広告物、プ 護に資する水源地域環境諸施策の充 る論議が進まない中で地方の財源を
レジャーボート、駐車場） 実を目的として、利用者負担の観点 確保せざるを得ない場合には、地方

に立った「水源環境税（仮称 」の 自治体からも税制措置を積極的に検）
④都市防災税 早期導入を図る。 討すべきである。
・危険物貯蔵施設に係る安全対策

③ 都市生活環境税 ○ 大気のテーマについては、生活環
都市生活環境の保全と管理を図る 境税制専門部会からの報告を受け、

ために講じうる税制について検討す 地方税制等研究会において検討を行
る。 っていただくこととされた。

④ 都市防災税
都市防災対策について、その施策 都市生活環境税及び都市防災税

の展開を踏まえ、講じうる税制につ についての論議はされていない。
いて検討する。当面は、法人二税の
超過課税の充当目的である地震防災

、 。対策の中で 必要な財源を確保する
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神奈川県地方税制等研究会からの 財政健全化のための税制改革クラ
項 目 地方税財政制度のあり方に関する ンドデザイン案（１２年１０月） 達 成 状 況 研究会からの今後に向けた提言 今後の課題及び取組方向

中間報告（１２年５月）

京浜臨海部等におけ ○ 工場等の立地が制限される工業等 ○ 京浜臨海部等における不動産取得 ○ 今後、産業活性化の効果等
る不動産取得税の不 制限区域から除外された京浜臨海部 税の不均一課税の創設 を見極め、必要な見直しを行
均一課税 等について、企業誘致と土地の有効 （１３年４月から５年間の措置、 っていく。

活用を促進し、当該地域における産 １８年２月県議会において更に５
業の活性化と雇用の創出を一層推進 年間延長）
するため、当該地域における一定の
不動産の取得に係る不動産取得税に
ついて不均一課税を講ずる。 ○ その後、産業活性化税制として次

の措置を講じた。

・産業集積等の促進に係る不動産取
（ ）得税の減免措置 市町村支援減免

（１４年９月から５年間の措置）

・産業集積促進のための法人事業税
（１７年４月１日から２２年３月
３１日までに開始した事業年度
分）及び不動産取得税（１７年１
月１日から２２年３月３１日まで
の間の取得）の税率の特例措置



神奈川県地方税制等研究会おける今後の検討テーマ（案）

１ 今後の税源移譲のあり方

・税源移譲の基本的考え方

・消費課税における税源移譲

（消費税増税の場合の地方消費税分の考え方を含む ）。

・所得課税における税源移譲

・法人の所得課税との税源交換

・具体的な税源移譲のシミュレーション

２ 地方における法人課税のあり方

・地方における法人課税のあるべき姿についての基本的な考え方

・神奈川における法人課税の位置づけ

・外形標準課税の現状分析及び今後のあるべき方向

３ 地方税における税率設定等のあり方

・標準税率、超過課税という我が国の税率設定の方法についての研究

４ 地方における環境税制の検討

・地方の環境関係税制の検討（炭素税、道路目的財源、グリーン化税制等）

・水源環境保全・再生のための個人県民税の超過課税の運営のあり方についての

検討

５ 神奈川における生活環境税制の具体的な検討

６ その他課税自主権を活用するための税制上の課題の検討


